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。
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県
規
則
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行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

目
次
中
「
第
九
十
九
条
」
を
「
第
百
条
」
に
改
め
、「
第
四
節　

県
立
大
学
（
第
百
条
）」
を
削
る
。

　

第
九
条
の
表
総
務
部
の
項
中
「
、
県
立
大
学
室
」
を
削
り
、「
税
務
課
」
の
下
に
「
、
地
方
税
徴
収
対
策
室
」
を
加

え
、
同
表
環
境
生
活
部
の
項
中
「
生
活
・
文
化
課
、
男
女
共
同
参
画
推
進
課
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
促
進
室
、
青
少
年
課
」
を

「
消
費
生
活
・
文
化
課
、
共
同
参
画
社
会
推
進
課
」
に
改
め
、
同
表
経
済
商
工
観
光
部
の
項
中
「
産
業
人
材
・
雇
用
対

策
課
」
を
「
産
業
人
材
対
策
課
、
雇
用
対
策
課
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
行
政
経
営
推
進
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
十
号
中
「
県
の
行
政
に
係
る
県
民
の
相
談
」
を
「
県
政
相
談
」
に

改
め
、
同
項
中
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
し
、
同
条
私
学
文
書
課

の
分
掌
事
務
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
一　

公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
一
条
県
立
大
学
室
の
分
掌
事
務
の
項
を
削
り
、
同
条
広
報
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を

第
五
号
と
し
、
同
条
税
務
課
の
分
掌
事
務
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

地
方
税
徴
収
対
策
室

　

一　

個
人
住
民
税
を
含
む
市
町
村
税
の
滞
納
整
理
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

市
町
村
徴
税
吏
員
の
滞
納
整
理
に
係
る
技
術
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

市
町
村
が
行
う
個
人
住
民
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
事
務
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
二
条
政
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
条
行
政
評
価
室
の
分
掌
事
務

の
項
第
二
号
中
「
県
民
満
足
度
調
査
」
を
「
県
民
意
識
調
査
」
に
改
め
、
同
条
地
域
振
興
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
三

号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
情
報
政
策
課
の
分

掌
事
務
の
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

六　

情
報
シ
ス
テ
ム
の
最
適
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ポ
リ
シ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
二
条
情
報
シ
ス
テ
ム
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

二　

共
通
基
盤
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

庶
務
・
給
与
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
二
条
情
報
シ
ス
テ
ム
課
の
分
掌
事
務
の
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

四　

電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

情
報
シ
ス
テ
ム
の
開
発
及
び
改
善
の
技
術
的
助
言
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
三
条
環
境
政
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、

第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
四
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
に

次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

八　

環
境
産
業
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

　

九　

み
や
ぎ
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
創
造
プ
ラ
ン
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
三
条
環
境
対
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
三
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

　

三　

公
害
紛
争
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

公
害
防
止
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

環
境
影
響
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
三
条
廃
棄
物
対
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
条
生
活
・
文
化
課
の

分
掌
事
務
の
項
中
「
生
活
・
文
化
課
」
を
「
消
費
生
活
・
文
化
課
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
生
活
行
政
」
を
「
消

費
生
活
行
政
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
削
り
、
第
五
号
を
第
二
号
と
し
、
第
七
号
及
び
第
十
六

号
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
号
を
第
八
号

と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。

　

三　

消
費
生
活
に
係
る
相
談
及
び
苦
情
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

消
費
生
活
に
係
る
情
報
の
管
理
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。
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五　

消
費
者
に
対
す
る
金
融
の
知
識
等
の
普
及
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

消
費
者
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

商
品
テ
ス
ト
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
三
条
生
活
・
文
化
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
十
八
号
中
「
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
、」
を
削
り
、
同
条
男
女
共
同
参

画
推
進
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
「
男
女
共
同
参
画
推
進
課
」
を
「
共
同
参
画
社
会
推
進
課
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
九

号
を
加
え
る
。

　

三　

民
間
非
営
利
団
体
の
活
動
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

ピ
ン
ク
ち
ら
し
根
絶
活
動
、
す
ば
ら
し
い
み
や
ぎ
を
創
る
運
動
そ
の
他
県
民
運
動
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

余
暇
活
用
に
係
る
総
合
的
施
策
の
企
画
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

青
少
年
行
政
の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　

九　

青
少
年
の
健
全
な
育
成
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

　

十　

各
種
青
年
団
体
の
健
全
な
運
営
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
一　

民
間
非
営
利
活
動
プ
ラ
ザ
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
三
条
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
促
進
室
の
分
掌
事
務
の
項
及
び
青
少
年
課
の
分
掌
事
務
の
項
を
削
る
。

　

第
十
四
条
長
寿
社
会
政
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

　

十
二　

第
二
十
五
回
全
国
健
康
福
祉
祭
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
四
条
子
ど
も
家
庭
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
削
り
、
第
五

号
を
第
三
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
子
育
て
支
援
室
の
分
掌
事
務
の
項
中

第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二　

少
子
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
四
条
子
育
て
支
援
室
の
分
掌
事
務
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

四　

児
童
の
健
全
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
四
条
障
害
福
祉
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
七
号
中
「
、
視
覚
障
害
者
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
削
り
、「
及
び
障
害
者

総
合
体
育
セ
ン
タ
ー
」
を
「
、
障
害
者
総
合
体
育
セ
ン
タ
ー
及
び
視
覚
障
害
者
情
報
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
産
業
人
材
・
雇
用
対
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
「
産
業
人
材
・
雇
用
対
策
課
」
を
「
産
業
人
材
対
策
課
」

に
改
め
、
同
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第

九
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
八
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
九
号
を
第
九
号
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

　
　
　

雇
用
対
策
課

一　

勤
労
者
福
祉
施
策
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
及
び
労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十

五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

三　

労
働
関
係
の
調
整
及
び
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

四　

勤
労
者
の
福
祉
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

五　

労
働
関
係
の
調
査
及
び
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

六　

労
働
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。

七　

地
域
雇
用
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

八　

中
小
企
業
の
人
材
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

九　

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

十　

勤
労
者
福
祉
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
六
条
農
業
振
興
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
十
六
号
中
「
農
業
実
践
大
学
校
」
を
「
農
業
大
学
校
」
に
改
め
、
同
条

森
林
整
備
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
九
号
中
「
以
下
同
じ
。」
を
削
る
。

　

第
二
十
一
条
の
三
第
三
項
中
「
か
か
わ
ら
ず
」
の
下
に
「
、
総
務
部
人
事
課
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
の
表
総
務
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
の
表
環
境
生
活
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

第
二
十
二
条
第
三
項
の
表
税
務
特
別
対
策
専
門
監
の
項
を
削
り
、
同
表
危
機
対
策
企
画
専
門
監
の
項
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。
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総
務
部

人
事
課

私
学
文
書
課

税
務
課

管
財
課

行
政
管
理
室

県
政
情
報
公
開
室

地
方
税
徴
収
対
策
室

財
産
利
用
推
進
室

環
境
生
活
部

環
境
対
策
課

廃
棄
物
対
策

課

原
子
力
安
全
対
策
室

竹
の
内
産
廃
処
分
場
対
策
室



　

第
二
十
二
条
第
三
項
の
表
中
環
境
政
策
企
画
専
門
監
の
項
を
削
り
、
食
の
安
全
安
心
推
進
専
門
監
の
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

　

第
二
十
二
条
第
三
項
の
表
不
法
投
棄
対
策
専
門
監
の
項
、
産
業
育
成
専
門
監
の
項
及
び
産
業
人
材
政
策
専
門
監
の
項

を
削
り
、
同
表
雇
用
推
進
専
門
監
の
項
中 

を 

に
改
め
、
同
表
国
際
経
済

専
門
監
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
二
十
二
条
第
三
項
の
表
農
業
政
策
専
門
監
の
項
を
削
り
、
同
表
水
田
営
農
専
門
監
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

　

第
二
十
二
条
第
三
項
の
表
会
計
管
理
専
門
監
の
項
を
削
り
、同
条
第
五
項
の
表
主
幹
の
項
及
び
技
術
主
幹
の
項
中「
並

び
に
」
の
下
に
「
主
任
主
査
及
び
」
を
加
え
、
同
表
主
任
主
査
の
項
中
「
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
」
を

「
主
査
及
び
技
術
主
査
の
事
務
を
整
理
す
る
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
七
条
第
一
項
の
表
所
長
の
項
中
「
、
学
長
」
を
削
り
、
同
表
校
長
の
項
中
「
農
業
実
践
大
学
校
」
を
「
農
業

大
学
校
」
に
改
め
、
同
表
学
長
の
項
を
削
り
、
同
表
次
長
の
項
及
び
副
校
長
の
項
中
「
農
業
実
践
大
学
校
」
を
「
農
業

大
学
校
」
に
改
め
、
同
表
副
学
長
の
項
及
び
所
長
代
理
の
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
の
表
所
長
の
項
中
「
仙
台
中
央
県

税
事
務
所
扇
町
出
張
所
」
を
「
県
税
事
務
所
の
地
域
事
務
所
、
仙
台
中
央
県
税
事
務
所
扇
町
出
張
所
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
の
表
副
局
長
の
項
を
削
り
、
同
表
次
長
の
項
中
「
又
は
局
長
及
び
副
局
長
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
の
表
税
務

専
門
監
の
項
を
削
り
、
同
表
農
地
集
積
指
導
専
門
監
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

「

産
業
人
材
・

雇
用
対
策
課

」

「

雇
用
対
策
課

」

　

第
二
十
八
条
第
二
項
を
削
る
。

　

第
三
十
二
条
第
一
項
の
表
宮
城
県
大
崎
県
税
事
務
所
の
項
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、「
大
崎
市
、」
を
「
栗
原
市
、
大
崎
市
、」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
栗
原

県
税
事
務
所
の
項
及
び
宮
城
県
登
米
県
税
事
務
所
の
項
を
削
り
、
同
表
宮
城
県
石
巻
県
税
事
務
所
の
項
中

 

を 

に
、「
石
巻
市
、」
を
「
石
巻
市
、

登
米
市
、」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
六

項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７　

第
五
項
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
地
域
事
務
所
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

徴
収
金
の
賦
課
（
自
動
車
税
に
限
る
。）
及
び
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

自
動
車
税
の
賦
課
に
関
す
る
検
査
及
び
犯
則
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

軽
油
引
取
税
に
係
る
免
税
の
手
続
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

県
税
の
徴
収
に
関
す
る
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

納
税
貯
蓄
組
合
等
の
育
成
指
導
及
び
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
地
方
支
局
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
二
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

２　

県
税
事
務
所
に
、
行
政
機
関
設
置
条
例
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
支
所
を
置
く
。

「

宮
城
県
石
巻
県
税
事
務
所

」

「

宮
城
県
東
部
県
税
事
務
所

」
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環
境
政
策
専

門
監

環
境
生
活
総

務
課

上
司
の
命
を
受
け
、
環
境
政
策
の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
を

掌
理
す
る
。

消
費
者
相
談

専
門
監

男
女
共
同
参

画
推
進
専
門

監

消
費
生
活
・

文
化
課

共
同
参
画
社

会
推
進
課

上
司
の
命
を
受
け
、
消
費
生
活
に
係
る
相
談
及
び
苦
情
処
理
そ
の
他
消
費
者
施

策
の
推
進
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
男
女
共
同
参
画
の
推
進
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

農
林
水
産
政

策
専
門
監

農
林
水
産
政

策
室

上
司
の
命
を
受
け
、
農
林
水
産
行
政
の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
事

務
を
掌
理
す
る
。

監
視
伝
染
病

対
策
専
門
監

畜
産
課

上
司
の
命
を
受
け
、
監
視
伝
染
病
対
策
の
調
整
及
び
指
導
に
関
す
る
事
務
を
掌

理
す
る
。

北
部
地
方
振

災
害
復
旧
対

策
専
門
監

興
事
務
所
栗

原
地
域
事
務

所
の
林
業
振

興
部

上
司
の
命
を
受
け
、
災
害
復
旧
対
策
の
調
整
及
び
指
導
に
関
す
る
事
務
を
掌
理

す
る
。

「

宮
城
県
北
部
県
税
事
務
所

」

「

宮
城
県
大
崎
県
税
事
務
所

」

名　
　
　
　

称

宮
城
県
北
部
県
税
事
務
所
栗
原

地
域
事
務
所

宮
城
県
東
部
県
税
事
務
所
登
米

地
域
事
務
所

位　

置

栗
原
市

登
米
市

事　

業　

担　

当　

区　

域

栗
原
市

登
米
市



　

第
三
十
五
条
第
三
項
中
「
、
環
境
化
学
部
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
事
務
局
及
び
」
を
削
り
、
同
項
環
境
化
学

部
の
分
掌
事
務
の
項
を
削
り
、
同
項
水
環
境
部
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、

第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二　

廃
棄
物
及
び
資
源
循
環
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
五
条
第
四
項
水
環
境
部
の
分
掌
事
務
の
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

　

五　

微
量
化
学
物
質
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

飲
料
水
及
び
鉱
泉
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

そ
の
他
環
境
衛
生
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条　

削
除

　

第
四
十
一
条
第
三
項
中
「
第
七
項
第
三
十
二
号
及
び
第
三
十
三
号
」
を
「
第
七
項
第
三
十
三
号
及
び
第
三
十
四
号
」

に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
第
五
十
九
号
を
第
六
十
号
と
し
、
第
五
十
四
号
か
ら
第
五
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
同
項
第
五
十
三
号
中
「
上
下
水
道
そ
の
他
衛
生
施
設
」
を
「
水
道
及
び
簡
易
給
水
施
設
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項

第
五
十
四
号
と
し
、
同
項
中
第
五
十
二
号
を
第
五
十
三
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
五
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
三　

が
ん
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
八
項
中
「
第
五
十
号
か
ら
第
五
十
二
号
」
を
「
第
五
十
一
号
か
ら
第
五
十
三
号
」
に
、「
第
五
十
四

号
か
ら
第
五
十
六
号
」
を
「
第
五
十
五
号
か
ら
第
五
十
七
号
」
に
、「
第
五
十
九
号
」
を
「
第
六
十
号
」
に
改
め
、
同

条
第
九
項
中
「
第
二
十
九
号
」
を
「
第
三
十
号
」
に
、「
第
三
十
号
か
ら
第
五
十
九
号
」
を
「
第
三
十
一
号
か
ら
第
六

十
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
三
十
六
号
中
「
上
下
水
道
そ
の
他
衛
生
施
設
」
を
「
水
道
及
び
簡
易
給
水
施
設
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
十
七
号
と
し
、
同
項
中
第
六
号
か
ら
第
三
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

六　

が
ん
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条　

削
除

　

第
六
十
三
条
第
十
項
総
務
部
の
分
掌
事
務
の
項
第
二
号
中
「
関
す
る
こ
と
」
の
下
に
「（
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
を

除
く
。）」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
県
の
行
政
に
係
る
県
民
の
相
談
」
を
「
県
政
相
談
」
に
改
め
、
同
項
中
第
五
号

を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
十
三
号
中
「
関
す

る
こ
と
」
の
下
に
「（
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
十
二
号
と
し
、
同
項
中
第
十
四

号
か
ら
第
二
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
十
一
項
総
務
部
の
分
掌
事
務
の
項
第
四
号
中
「
県
の
行
政

に
係
る
県
民
の
相
談
」
を
「
県
政
相
談
」
に
改
め
、
同
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
第
七
号

中
「
災
害
対
策
本
部
地
方
支
部
地
域
部
」
を
「
災
害
対
策
本
部
地
域
部
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項

中
第
八
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
十
二
項
南
三
陸
支
所
の
分
掌
事
務
の
項
第
四
号
中

「
県
の
行
政
に
係
る
県
民
の
相
談
」
を
「
県
政
相
談
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
条
の
見
出
し
を
「（
農
業
大
学
校
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
農
業
実
践
大
学
校
条
例
」
を
「
農
業
大
学

校
条
例
」
に
、「
農
業
実
践
大
学
校
の
」
を
「
農
業
大
学
校
の
」
に
改
め
、
同
項
の
表
宮
城
県
農
業
実
践
大
学
校
の
頃

中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
農
業
実
践
大
学
校
」
を
「
農

業
大
学
校
」
に
、「
農
産
学
部
」
を
「
水
田
経
営
学
部
」
に
、「
農
村
起
業
学
部
」
を
「
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
学
部
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中
「
農
業
実
践
大
学
校
に
」
を
「
農
業
大
学
校
に
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
農
業
実
践
大
学
校
」
を
「
農

業
大
学
校
」
に
改
め
、
同
項
農
産
学
部
の
分
掌
事
務
の
項
中
「
農
産
学
部
」
を
「
水
田
経
営
学
部
」
に
改
め
、
同
項
農

村
起
業
学
部
の
分
掌
事
務
の
項
中
「
農
村
起
業
学
部
」
を
「
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
学
部
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
農

業
実
践
大
学
校
」
を
「
農
業
大
学
校
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
総
務
部
の
分
掌
事
務
の
項
第
四
号
中
「
農
業
実
践
大
学
校
」
を
「
農
業
大
学
校
」

に
改
め
る
。

　

第
七
十
三
条
第
四
項
第
十
四
号
中
「
農
業
実
践
大
学
校
古
川
教
場
」
を
「
農
業
大
学
校
古
川
教
場
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
六
条
第
四
項
第
十
七
号
中
「
農
業
実
践
大
学
校
岩
出
山
教
場
」
を
「
農
業
大
学
校
岩
出
山
教
場
」
に
改
め
る
。

　

「
第
四
節　

県
立
大
学
」
を
削
る
。

　

第
百
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
条　

削
除

　

別
表
第
二
宮
城
県
私
立
学
校
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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「

宮
城
県
農
業
実
践
大
学
校

」

「

宮
城
県
農
業
大
学
校

」

「

宮
城
県
農
業
実
践
大
学
校
古
川
教
場

宮
城
県
農
業
実
践
大
学
校
岩
出
山
教
場

」

「

宮
城
県
農
業
大
学
校
古
川
教
場

宮
城
県
農
業
大
学
校
岩
出
山
教
場

」



　

別
表
第
二
公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学
評
価
委
員
会
の
項
、
宮
城
県
公
害
審
査
会
の
項
及
び
宮
城
県
環
境
影
響
評
価
技

術
審
査
会
の
項
を
削
り
、
同
表
宮
城
県
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
促
進
審
議
会
の
項
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
保
健
環
境
セ
ン
タ
ー
評
価
委
員
会
の
項
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
第
二
宮
城
県
消
費
生
活
審
議
会
の
項
中　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、同
表
安
全
・

安
心
ま
ち
づ
く
り
推
進
委
員
会
の
項
を
削
り
、
同
表
宮
城
県
男
女
共
同
参
画
審
議
会
の
項
中 

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
民
間
非
営
利
活
動
促
進
委
員
会
の
項
中 

を　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
民
間
非
営
利
活
動
拠
点
施
設
指
定
管
理
者
選
定
委
員
会
の
項
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
第
二
宮
城
県
青
少
年
問
題
協
議
会
の
項
中　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
み

や
ぎ
保
健
医
療
福
祉
プ
ラ
ン
推
進
委
員
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
第
二
宮
城
県
職
業
能
力
開
発
審
議
会
の
項
中　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。 

　

別
表
第
三
こ
も
れ
び
の
森
（
森
林
科
学
館
、
野
外
炊
事
場
、
倉
庫
・
車
庫
、
野
外
便
所
、
湿
性
植
物
園
、
山
菜
・
薬

草
見
本
園
、
広
場
（
デ
イ
・
キ
ャ
ン
プ
場
を
含
む
。）
及
び
駐
車
場
に
限
る
。）
の
項
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
蔵
王
野
鳥
の
森
自
然
観
察
セ
ン
タ
ー

の
項
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同

表
県
民
会
館
の
項
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
民
間
非
営
利
活

動
プ
ラ
ザ
の
項
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
障
害
者
総
合
体
育

セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。　
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安
全
・
安
心

ま
ち
づ
く
り

推
進
委
員
会

犯
罪
の
な
い
み
や
ぎ
安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
条
例
（
平
成
十
八
年
宮
城
県
条

例
第
四
十
六
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
基
本
計
画
そ
の
他
安
全
・
安
心
ま
ち

づ
く
り
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
審
議
及
び
知
事
に
対
す
る
意
見
の
具

申
に
関
す
る
こ
と
。

同

公
立
大
学
法

人
宮
城
大
学

評
価
委
員
会

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
十
一
条
第
二
項

に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

同

「

同

」

「

環
境
政
策
課

」

宮
城
県
公
害

審
査
会

宮
城
県
環
境

影
響
評
価
技

術
審
査
会

公
害
紛
争
処
理
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

る
公
害
に
係
る
紛
争
の
和
解
の
仲
介
、
調
停
及
び
仲
裁
並
び
に
同
法
の
規
定
に

よ
り
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
宮
城
県
条
例
第
九
号
）
第
四
十
七
条
の
規
定

に
よ
る
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
等
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項
の
調
査
審

議
に
関
す
る
こ
と
。

同同

「

生
活
・
文
化

課

」

「

消
費
生
活
・

文
化
課

」
「

男
女
共
同
参

画
推
進
課

」

「

共
同
参
画
社

会
推
進
課

」

「

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動

促
進
室

」

「

同

」

「

青
少
年
課

」

「

同

」

宮
城
県
福
祉

サ
ー
ビ
ス
第

三
者
評
価
事

業
推
進
委
員

会

福
祉
サ
ー
ビ
ス
第
三
者
評
価
を
行
う
事
業
の
推
進
に
関
す
る
重
要
事
項
の
調
査

審
議
に
関
す
る
こ
と
。

社
会
福
祉
課

「

産
業
人
材
・

雇
用
対
策
課

」

「

産
業
人
材
対

策
課

」

「

栗
原
市

特
定
非
営
利
活
動
法
人
宮
城
県
森
林

イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
協
会

」

「

栗
原
市

栗
原
市

」

「

社
団
法
人
宮
城
県
林
業
公
社

」

「

特
定
非
営
利
活
動
法
人
宮
城
県
森
林

イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
協
会

」

「

生
活
・
文
化
課

」

「

消
費
生
活
・
文
化
課

」

「

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
促
進
室

」

「

共
同
参
画
社
会
推
進

課

」

視
覚
障
害
者
情
報
セ
ン
タ
ー

同

財
団
法
人
宮
城
県
視
覚
障
害
者
福
祉

協
会
（
昭
和
四
十
四
年
二
月
二
十
一

日
に
財
団
法
人
宮
城
県
視
覚
障
害
者

同



　

別
表
第
三
神
割
崎
野
営
場
の
項
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
松
島
公
園
（
駐
車
場
に
限
る
。）
の
項
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
小
鯖 

漁
港
の
指
定
施
設
の
項
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
仙
台
塩
釜

港
仙
台
港
区
港
湾
環
境
整
備
施
設
（
中
央
公
園
、
み
な
と
公
園
及
び
リ
バ
ー
ウ
ォ
ー
ク
に
限
る
。）
の
項
中
「
、
み
な

と
公
園
」
を
削
り
、
同
表
阿
武
隈
川
下
流
流
域
下
水
道
の
項
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
鳴
瀬
川
流
域
下
水
道
の
項
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
北
上

川
下
流
流
域
下
水
道
の
項
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
県
営
住
宅
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
二

号
）
別
表
に
規
定
す
る
県
営
住
宅
等
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
行
政
組
織
規
則
第
百
条
に
規
定
す
る
宮
城
大
学
の
平
成
二
十
年
度
の
予
算
に
係
る
会
計
事
務
に
つ
い
て

は
、
公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学
を
同
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
地
方
機
関
と
み
な
し
、
公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学
に

お
い
て
所
掌
す
る
も
の
と
す
る
。　
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福
祉
協
会
の
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法

人
を
い
う
。）

「

南
三
陸
町

」

「

神
割
観
光
物
産
振
興
組
合

」

「

松
島
町

」

「

陽
光
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

」

「

漁
港
漁
場
整
備
課

」

「

水
産
業
基
盤
整
備
課

」

「

荏
原
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社

」

「

同

」

「

同

」

「

石
垣
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
株
式
会
社

」

「

同

」

「

石
巻
環
境
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

」

普
通
県
営
住
宅
及
び
共
同
施

設
（
県
営
名
取
田
高
住
宅
、

県
営
名
取
飯
野
坂
住
宅
、
県

営
名
取
名
取
が
丘
四
丁
目
住

宅
、県
営
名
取
谷
津
山
住
宅
、

県
営
名
取
手
倉
田
第
二
住

宅
、
県
営
名
取
増
田
住
宅
、

仙
台
市
、
名
取

市
、
岩
沼
市
、

太
平
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

住
宅
課

県
営
岩
沼
亀
塚
住
宅
、
県
営

岩
沼
相
の
原
住
宅
、
県
営
岩

沼
千
貫
住
宅
及
び
県
営
亘
理

下
茨
田
住
宅
に
限
る
。）並
び

に
改
良
県
営
住
宅
、
地
区
施

設
及
び
改
良
住
宅
駐
車
場

亘
理
郡
亘
理
町


